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関
す
る
一
考
察

―

小
野
竜
史
　　

　
　
　
　

１　

は
じ
め
に

　
　
　
（
１
）
問
題
の
所
在

　

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
（
統
一
前
の
西
ド
イ
ツ
）
は
一
九
五
六
年
か
ら
二
〇
一
一
年

ま
で
徴
兵
制
を
敷
い
て
お
り
、
兵
役
拒
否
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
兵
役
拒
否
者
は
非

軍
事
役
務（

1
（

（Zivildienst

）
に
就
く
義
務
を
負
い
、
一
九
九
〇
年
代
に
至
る
ま
で
役

務
は
専
ら
社
会
福
祉
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
兵
役
拒
否
制
度
の
当
初
の
目
的
は

兵
役
と
相
容
れ
な
い
宗
教
的
良
心
を
有
す
る
徴
兵
対
象
者
の
保
護
に
置
か
れ
た
。
し

か
し
一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
拒
否
者
が
増
加
し
、
社
会
福
祉
分
野
へ
の
受
け
入
れ
が

拡
大
す
る
中
で
、
信
教
の
自
由
の
保
護
と
い
う
公
式
の
目
的
の
陰
で
実
態
と
し
て
は

同
分
野
へ
の
労
働
力
供
給
源
と
し
て
の
機
能
が
重
要
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と

は
二
〇
一
一
年
に
兵
役
と
と
も
に
新
兵
を
対
象
と
し
た
兵
役
拒
否
制
度
が
停
止
さ
れ

る
に
あ
た
り
、
連
邦
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
役
務
（B

undesfreiw
illigendienst

）
が
創
設

さ
れ
た
理
由
の
一
つ
が
、
社
会
福
祉
分
野
に
お
け
る
労
働
力
不
足
へ
の
懸
念
で
あ
っ

た
こ
と
が
示
し
て
い
る（

2
（

。
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
に
カ
リ
タ
ス
や
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
な

ど
、
い
わ
ゆ
る
社
会
福
祉
頂
上
団
体
は
十
万
人
以
上
の
非
軍
事
役
務
を
受
け
入
れ
る

よ
う
に
な
り
、
少
な
か
ら
ず
そ
の
労
働
力
に
依
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
在
で
は

兵
役
拒
否
者
に
代
わ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
役
務
制
度
を
利
用
し
た
、
連
邦
政
府
か
ら

助
成
を
受
け
た
有
給
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
社
会
福
祉
の
重
要
な
担
い
手
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
信
教
の
自
由
の
保
護
と
い
う
制
定
当
初
の
制
度
目
的
の
陰
で
、
兵
役

拒
否
制
度
の
実
質
的
な
社
会
的
機
能
は
社
会
福
祉
分
野
に
対
す
る
労
働
力
供
給
へ
と

変
容
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
い
か
に
し
て
こ
の
よ
う
な
変
容
が
生
じ
た
の
か
。

こ
の
変
容
は
、
一
．
兵
役
拒
否
者
に
対
す
る
法
的
保
護
の
必
要
性
の
希
薄
化
、
二
．

兵
役
拒
否
者
数
の
増
加
、
三
．
社
会
福
祉
団
体
に
お
け
る
非
軍
事
役
務
の
受
け
入
れ

拡
大
と
そ
の
労
働
力
へ
の
依
存
と
い
う
三
つ
の
過
程
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
う
ち
兵
役
拒
否
者
が
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
保
護
の
必
要
性

の
希
薄
化
と
、
そ
れ
と
軌
を
一
に
し
た
兵
役
拒
否
者
の
増
加
と
い
う
二
つ
の
過
程

は
先
行
研
究
が
詳
細
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、

先
行
研
究
に
お
け
る
検
討
が
不
十
分
な
第
三
の
過
程
、
な
ぜ
社
会
福
祉
団
体
が
非
軍

事
役
務
を
大
幅
に
受
け
入
れ
、
そ
の
労
働
力
に
依
存
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
点
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
受
け
入
れ
の
背
景
と
そ
の
経
過
は

社
会
福
祉
頂
上
団
体
ご
と
に
異
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
個
別
の
団
体
に
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絞
っ
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
は
現
在
の
ド
イ
ツ
最
大
の
民
間
社
会
福
祉
団
体

で
あ
り
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
ま
で
教
会
が
兵
役
拒
否
に
対
し
て
否
定
的
見
解
を
示

し
て
い
た
た
め
に
受
け
入
れ
過
程
が
と
り
わ
け
紆
余
曲
折
を
経
る
こ
と
と
な
っ
た
、

カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
ド
イ
ツ
カ
リ
タ
ス
連
盟
に
焦
点
を
当
て
る
。
一
九
五
〇
年
代
の
非

軍
事
役
務
制
度
の
制
定
時
の
議
論
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
内
の
支
援
体
制
構
築
と
カ
リ

タ
ス
に
お
け
る
受
け
入
れ
拡
大
が
一
定
の
進
展
を
見
せ
る
一
九
七
〇
年
代
初
頭
ま
で

の
期
間
を
検
討
す
る
。

　
　
　
（
２
）
先
行
研
究
の
検
討
、
問
題
設
定
お
よ
び
利
用
史
料

　

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
い
て
兵
役
拒
否
は
た
び
た
び
社
会
的
議
論
の
的
と
な
っ

て
き
た
が
、
そ
の
歴
史
研
究
は
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
特
に
社
会
福
祉
団

体
に
お
け
る
非
軍
事
役
務
の
受
け
入
れ
過
程
に
つ
い
て
は
研
究
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し

な
い
。
兵
役
拒
否
に
対
す
る
教
会
の
反
応
、
兵
役
拒
否
者
の
動
機
や
社
会
的
属
性
に

関
す
る
同
時
代
の
社
会
学
的
研
究
と
兵
役
拒
否
の
法
規
定
に
関
す
る
法
学
的
研
究（

3
（

を

除
く
、
歴
史
学
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
の
諸
研
究

が
唯
一
と
い
っ
て
よ
い（

4
（

。
一
九
四
九
年
か
ら
一
九
七
〇
年
代
末
ま
で
の
兵
役
拒
否
制

度
の
変
遷
を
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
西
ド
イ
ツ
社
会
の
変
動
と
の
関
係
に
お
い
て
詳

細
に
明
ら
か
に
し
た
主
著
は
社
会
福
祉
団
体
に
お
け
る
受
け
入
れ
の
概
要
を
次
の
よ

う
に
描
い
て
い
る（

5
（

。
一
．
兵
役
制
度
の
創
設
当
初
、
キ
リ
ス
ト
教
系
民
間
福
祉
頂
上

団
体
は
思
想
的
理
由
か
ら
受
け
入
れ
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の

デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
事
業
団
は
教
会
か
ら
の
圧
力
で
早
々
に
受
け
入
れ
へ
と
舵
を
切
っ

た
。
二
．
一
九
六
〇
年
代
に
兵
役
拒
否
制
度
が
実
際
に
運
用
さ
れ
始
め
る
と
、
受
け

入
れ
施
設
に
お
い
て
は
法
令
で
定
め
ら
れ
た
介
護
以
外
の
作
業
に
兵
役
拒
否
者
が
配

置
さ
れ
る
な
ど
、
法
規
定
と
実
態
の
乖
離
が
生
じ
た
。
拒
否
者
に
対
す
る
施
設
職

員
や
利
用
者
の
反
感
も
見
ら
れ
た
。
施
設
は
、
法
令
遵
守
を
求
め
る
連
邦
官
庁
の

み
な
ら
ず
、
差
別
さ
れ
、
取
る
に
足
り
な
い
雑
務
に
就
か
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
た
兵

役
拒
否
者
と
も
対
立
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
三
．
行
政
管
理
の
強
化
を
目
指
し
た

一
九
六
五
年
の
制
度
改
革
、
学
生
運
動
を
背
景
と
し
た
一
九
六
八
年
以
降
の
兵
役
拒

否
者
の
増
加
と
政
治
的
急
進
化
、
そ
れ
ら
に
伴
う
連
邦
政
府
と
の
対
立
に
起
因
し

て
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
は
拒
否
者
に
よ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
が
発
生
し
た
。
問
題
行

動
に
直
面
し
て
受
け
入
れ
を
断
念
す
る
施
設
も
見
ら
れ
た
。
四
．
し
か
し
一
九
六
〇

年
代
半
ば
か
ら
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
は
、
社
会
福
祉
制
度
の
質
的
お
よ
び
量
的
拡

張
、
兵
役
拒
否
者
の
増
加
、
一
九
七
三
年
の
制
度
改
革
に
よ
る
受
け
入
れ
条
件
緩
和

を
背
景
と
し
て
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
民
間
福
祉
頂
上
団
体
に
お
け
る
非
軍
事
役
務

は
大
幅
に
増
加
し
た
。
一
九
六
五
年
の
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
を
境
に
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
と
ド
イ
ツ
カ
リ
タ
ス
連
盟
に
お
い
て
も
兵
役
拒
否
者
支
援
と
受
け
入
れ
が
本
格

化
し
た
。
五
．
一
九
七
〇
年
代
に
は
国
家
と
社
会
福
祉
団
体
に
よ
る
職
業
訓
練
が
本

格
化
し
、
非
軍
事
役
務
は
社
会
福
祉
の
近
代
化
お
よ
び
職
業
化
の
要
求
と
も
合
致
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
に
よ
る
そ
の
他
の
、
社
会
福
祉
分
野
に
お
け
る

受
け
入
れ
と
兵
役
拒
否
者
の
政
治
的
急
進
化
に
関
す
る
論
考
の
内
容
も
、
以
上
の
概

観
の
域
を
出
て
い
な
い（

6
（

。
上
述
の
よ
う
に
、
兵
役
拒
否
制
度
の
機
能
が
拒
否
者
保
護

か
ら
社
会
福
祉
分
野
の
労
働
供
給
へ
と
実
質
的
に
移
行
す
る
過
程
は
、
次
の
三
つ
の

過
程
に
区
別
で
き
る
。
一
．
兵
役
拒
否
者
に
対
す
る
社
会
的
承
認
の
増
加
、
す
な
わ

ち
そ
の
法
的
保
護
の
必
要
性
の
低
下
。
二
．
拒
否
者
数
の
増
加
。
三
．
社
会
福
祉
団

体
に
お
け
る
非
軍
事
役
務
の
拡
大
と
そ
の
労
働
力
へ
の
依
存
。
先
行
研
究
は
最
初
の

二
点
に
重
点
を
置
き
つ
つ
も
、
三
点
目
に
つ
い
て
も
重
要
な
概
観
を
与
え
る
。

　

た
だ
し
問
題
も
あ
る
。
社
会
福
祉
団
体
に
関
す
る
先
行
研
究
の
記
述
の
多
く
は

一
九
五
〇
年
代
か
ら
概
ね
兵
役
拒
否
者
に
肯
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
系
の
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
の
史
資
料
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
し
か
し
西
ド
イ
ツ
の

民
間
社
会
福
祉
団
体
は
様
々
な
宗
派
な
い
し
社
会
集
団
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ
て
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き
た
の
で
あ
り
、
他
団
体
に
お
け
る
受
け
入
れ
は
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
と
異
な
る
経
過
を

辿
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
他
団
体
に
お
け
る
異
な
る
経
過
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ン
ハ
ル

ト
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
当
初
信
徒
の
兵
役
拒
否
を
認
め
て
お
ら
ず
、
一
九
六
五
年

の
バ
チ
カ
ン
に
お
け
る
教
義
変
更
が
教
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
カ
リ
タ
ス
に
お
け
る

受
け
入
れ
の
画
期
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
時
期
の
カ
リ
タ

ス
に
お
け
る
受
け
入
れ
過
程
を
個
別
的
に
考
察
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
そ

の
よ
う
な
個
別
の
社
会
福
祉
団
体
に
お
け
る
受
け
入
れ
過
程
の
背
景
の
検
討
も
不
十

分
で
あ
る
。
例
え
ば
非
軍
事
役
務
の
受
け
入
れ
拡
大
の
重
要
な
要
因
と
し
て
、
先
行

研
究
は
社
会
福
祉
分
野
に
お
け
る
慢
性
的
な
人
員
不
足
を
指
摘
す
る
。
ベ
ル
ン
ハ
ル

ト
は
そ
の
背
景
と
し
て
社
会
福
祉
団
体
一
般
に
あ
て
は
ま
る
社
会
福
祉
制
度
の
質

的
・
量
的
拡
大
を
重
視
す
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
系
の
カ
リ

タ
ス
と
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
に
お
い
て
は
、
従
来
社
会
福
祉
の
担
い
手
で
あ
っ
た
、
修
道

女
や
敬
虔
な
女
性
信
徒
の
減
少
も
非
常
に
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
。
特
定
の
団
体
に

絞
っ
た
、
背
景
事
情
を
も
踏
ま
え
た
受
け
入
れ
過
程
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
主
要
な
社
会
福
祉
団
体
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
社
会
的
基
盤
に
基
づ
い
て
組

織
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
社
会
福
祉
制
度
と

合
わ
せ
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ド
イ
ツ
の
社
会
福
祉
に
お
い
て
は
公
営
施
設
と
な

ら
び
、
民
間
の
施
設
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
る（

7
（

。
そ
の
多
く
は
民
間
福
祉
頂
上

団
体
と
呼
ば
れ
る
六
団
体
へ
と
組
織
化
さ
れ
て
い
る
。
労
働
組
合
系
の
労
働
者
社
会

福
祉
，
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
ド
イ
ツ
カ
リ
タ
ス
連
盟
、
無
宗
派
の
ド
イ
ツ
パ
リ
テ
ー

テ
ィ
シ
ュ
社
会
福
祉
連
盟
、
人
道
主
義
の
ド
イ
ツ
赤
十
字
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
の

ド
イ
ツ
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
事
業
団
、
ユ
ダ
ヤ
系
の
ド
イ
ツ
ユ
ダ
ヤ
中
央
福
祉
局
で
あ

る
。
こ
れ
ら
民
間
福
祉
は
伝
統
的
に
キ
リ
ス
ト
教
や
人
道
主
義
の
精
神
に
基
づ
く
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
非
営
利
事
業
た
る
べ
き
と
さ
れ
、
企
業
の
営
利
活
動
と
は
区

別
さ
れ
て
き
た（

8
（

。

　

こ
の
民
間
福
祉
頂
上
団
体
の
う
ち
、
二
〇
一
四
年
末
の
時
点
で
約
二
万
五
千
か
所

の
施
設
と
約
六
二
万
人
の
従
業
員
、
約
五
〇
万
人
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
抱
え
る
カ
リ

タ
ス
連
盟
は
最
大
の
規
模
を
誇
る（

9
（

。
医
療
か
ら
青
少
年
保
護
、
高
齢
者
福
祉
、
障
碍

者
支
援
、
依
存
症
患
者
支
援
、
生
活
困
窮
者
支
援
、
途
上
国
支
援
な
ど
多
岐
に
わ
た

る
社
会
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
ま
で
の
非
軍
事
役
務
の
大
口
受
け
入

れ
先
で
も
あ
っ
た
。
本
稿
は
一
九
六
〇
年
代
に
ま
で
至
る
兵
役
拒
否
者
に
対
す
る
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
否
定
的
態
度
ゆ
え
に
、
と
り
わ
け
紆
余
曲
折
を
辿
っ
た
ド
イ
ツ
カ

リ
タ
ス
連
盟
に
お
け
る
受
け
入
れ
過
程
に
焦
点
を
当
て
る
。
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
に
よ
る

概
観
と
一
九
六
五
年
の
教
義
変
更
の
重
要
性
に
関
す
る
指
摘
を
検
討
し
つ
つ
、
受
け

入
れ
過
程
と
そ
の
背
景
事
情
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

具
体
的
な
考
察
に
入
る
前
に
、
一
九
七
〇
年
代
末
ま
で
の
兵
役
拒
否
制
度
、
カ
リ

タ
ス
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
組
織
構
造
、
考
察
対
象
の
ア
ク
タ
ー
と
利
用
史
料

に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
一
九
五
八
年
に
創
設
さ
れ
た
兵
役
拒

否
制
度
で
あ
る（

（1
（

。
一
八
－
二
二
歳
の
男
性
か
ら
な
る
徴
兵
対
象
者
は
徴
兵
検
査
以
前

あ
る
い
は
就
役
後
に
兵
役
拒
否
を
申
請
で
き
た
。
申
請
者
は
理
由
に
つ
い
て
書
面
を

提
出
し
た
後
、
口
頭
の
審
査
を
受
け
た
。
二
審
制
の
審
査
機
関
は
防
衛
官
僚
で
評
決

権
の
な
い
議
長
と
、
一
般
か
ら
選
任
さ
れ
た
陪
審
員
で
構
成
さ
れ
た
。
拒
否
希
望

者
は
補
佐
人
や
証
人
の
助
力
を
得
つ
つ
拒
否
の
理
由
を
述
べ
、
陪
審
員
の
聴
聞
と
評

決
で
良
心
の
有
無
が
審
査
さ
れ
た
。
こ
の
手
続
き
は
連
邦
防
衛
省
の
所
管
で
あ
り
、

結
果
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
司
法
手
続
き
に
訴
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
承
認

さ
れ
た
兵
役
拒
否
者
は
受
け
入
れ
施
設
あ
る
い
は
国
家
管
理
の
集
団
宿
泊
所
で
起
居

し
、
官
民
の
社
会
福
祉
施
設
で
非
軍
事
役
務
に
就
い
た
。
宿
泊
に
お
い
て
も
役
務
の

受
け
入
れ
に
お
い
て
も
民
間
施
設
が
優
先
と
さ
れ
た
。
俸
給
や
休
暇
な
ど
拒
否
者
の

待
遇
は
連
邦
軍
兵
士
と
可
能
な
限
り
同
等
と
さ
れ
、
受
け
入
れ
費
用
は
連
邦
政
府
と

社
会
福
祉
団
体
が
分
担
し
た
。
兵
役
拒
否
者
の
施
設
へ
の
配
置
と
監
督
は
一
九
六
四
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年
ま
で
連
邦
労
働
社
会
省
が
単
独
で
所
管
し
た
が
、
一
九
六
五
年
か
ら
監
督
業
務
が

連
邦
内
務
省
の
管
轄
内
の
連
邦
行
政
庁
（B

undesverw
altungsam

t

）
へ
と
移
管
さ

れ
る
。
一
九
七
三
年
以
降
は
労
働
社
会
省
の
管
轄
内
に
非
軍
事
役
務
担
当
の
連
邦
政

府
委
員
と
連
邦
非
軍
事
役
務
庁
（B

undesam
t für Zivildienst

）
が
設
け
ら
れ
、
非

軍
事
役
務
を
一
元
的
に
所
管
し
た
。

　

次
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
カ
リ
タ
ス
の
構
造
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
ド
イ
ツ
連

邦
共
和
国
の
キ
リ
ス
ト
教
会
は
聖
職
者
と
信
徒
の
信
仰
共
同
体
を
様
々
な
宗
派

団
体
が
取
り
巻
い
て
い
る
。
基
本
法
上
の
政
教
分
離
の
原
則
は
国
家
と
教
会
の
特

定
分
野
に
お
け
る
協
働
を
排
除
し
て
お
ら
ず
、
教
会
と
宗
派
団
体
は
多
様
な
社
会

活
動
を
担
っ
て
い
る（

（（
（

。
教
会
の
最
小
単
位
で
あ
る
教
区
が
集
ま
っ
て
司
教
区
を
構

成
し
、
そ
の
代
表
者
で
あ
る
司
教
が
出
席
す
る
ド
イ
ツ
司
教
協
議
会
（D

eutsche 

B
ischofskonferenz

）
が
国
内
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
教
会
法
上
の
最
高
意
思
決
定
機

関
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
カ
リ
タ
ス
連
盟
は
、
そ
れ
ら
教
区
や
司
教
区
な
ど
様
々
な
水

準
で
組
織
さ
れ
た
社
会
福
祉
団
体
が
所
属
す
る
上
位
団
体
で
あ
り
、
フ
ラ
イ
ブ
ル

ク
に
本
部
を
置
く
。
カ
リ
タ
ス
連
盟
の
財
政
は
不
透
明
な
部
分
も
多
い
が
、
既
に

一
九
六
〇
年
代
か
ら
公
的
支
出
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
と
さ
れ
る（

（1
（

。

　

最
後
に
考
察
対
象
の
ア
ク
タ
ー
と
利
用
史
料
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
本
稿
は
カ
リ

タ
ス
に
お
け
る
受
け
入
れ
に
直
接
的
に
影
響
を
与
え
た
、
連
邦
労
働
社
会
省
（
非
軍

事
役
務
庁
）
と
連
邦
内
務
省
（
連
邦
行
政
庁
）、
カ
リ
タ
ス
お
よ
び
兵
役
拒
否
者
に

焦
点
を
当
て
る
。
カ
リ
タ
ス
に
つ
い
て
は
上
位
団
体
で
あ
る
ド
イ
ツ
カ
リ
タ
ス
連
盟

に
焦
点
を
当
て
る
。
史
料
と
し
て
は
主
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
ド
イ
ツ
カ
リ
タ
ス
連
盟

文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
連
盟
の
内
部
文
書
を
利
用
す
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
デ
ィ
ア

コ
ニ
ー
事
業
団
文
書
館
、
各
地
の
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
区
文
書
館
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル

フ
の
ド
イ
ツ
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
連
盟
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
各
団
体
の
文
書

の
ほ
か
、
法
令
な
ど
の
史
料
も
補
助
的
に
使
用
す
る
。
以
下
、
第
二
‐
四
章
に
お
い

て
一
九
四
九
‐
一
九
六
〇
年
、
一
九
六
一
‐
一
九
六
七
年
、
一
九
六
八
‐
一
九
七
三

年
の
三
期
に
分
け
て
カ
リ
タ
ス
に
お
け
る
兵
役
拒
否
者
受
け
入
れ
過
程
を
検
討
し
た

後
、
第
五
章
に
お
い
て
結
論
を
示
す
。

　
　
　
　

２　

一
九
四
九
‐
一
九
六
〇
年
：

　
　
　
　
　
　

兵
役
拒
否
制
度
の
創
設
と
カ
リ
タ
ス
の
消
極
的
姿
勢

　

一
九
四
〇
年
代
末
以
降
の
兵
役
拒
否
制
度
の
創
設
過
程
は
ナ
チ
ス
の
過
去
と
冷
戦

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た（

（1
（

。
一
九
四
九
年
の
基
本
法
は
信
教
の
自
由
か
ら
派
生
す
る
基

本
権
と
し
て
良
心
的
兵
役
拒
否
の
権
利
を
保
障
し
た
。
兵
役
拒
否
者
が
処
刑
さ
れ
る

こ
と
さ
え
あ
っ
た
ナ
チ
ス
の
過
去
へ
の
反
省
か
ら
、
拒
否
者
へ
の
手
厚
い
権
利
保
障

を
求
め
る
趣
旨
で
あ
る
。
同
じ
く
ナ
チ
ス
の
過
去
の
観
点
か
ら
は
、
国
家
の
関
与
の

少
な
い
、
自
由
主
義
的
な
兵
役
拒
否
者
制
度
が
望
ま
れ
た
。
そ
の
一
方
で
ナ
チ
ス
期

以
来
の
兵
役
拒
否
に
対
す
る
否
定
的
見
解
は
根
強
く
、
ま
た
冷
戦
が
始
ま
る
中
で
大

量
の
兵
役
拒
否
者
に
よ
り
国
防
が
妨
げ
ら
れ
る
事
態
も
ま
た
避
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
は
厳
格
な
国
家
管
理
と
兵
役
拒
否
者
数
の
抑
制
が
求
め
ら

れ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
方
向
性
の
妥
協
と
し
て
、
良
心
審
査
、
兵
役
拒
否
者
の
配
置

と
管
理
監
督
を
国
家
が
担
い
、
宿
泊
と
役
務
は
主
と
し
て
民
間
施
設
に
お
い
て
行
わ

れ
る
と
い
う
二
重
構
造
が
制
度
化
さ
れ
た
。
連
邦
議
会
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
当
初
の

政
府
案
が
予
定
し
た
堤
防
建
設
や
開
墾
で
は
な
く
、
主
と
し
て
社
会
福
祉
団
体
が
受

け
入
れ
先
と
さ
れ
た
背
景
に
は
ナ
チ
ス
期
の
勤
労
奉
仕
（A

rbeitsdienst

）
と
の
類

似
性
へ
の
懸
念
に
加
え
、
戦
災
復
興
の
中
で
深
刻
化
し
て
い
た
、
社
会
福
祉
分
野
の

人
員
不
足
を
緩
和
す
る
狙
い
も
あ
っ
た（

（1
（

。
兵
役
拒
否
制
度
の
社
会
的
機
能
が
社
会
福

祉
分
野
へ
の
労
働
力
供
給
へ
と
移
行
す
る
予
兆
が
既
に
見
出
せ
る
。

　

こ
の
制
度
形
成
過
程
に
お
い
て
兵
役
拒
否
者
の
受
け
入
れ
を
打
診
さ
れ
た
民
間
福
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祉
頂
上
団
体
の
う
ち
、
労
働
力
不
足
に
悩
む（

（1
（

労
働
者
社
会
福
祉
の
ほ
か
、
パ
リ
テ
ー

テ
ィ
シ
ュ
社
会
福
祉
連
盟
と
赤
十
字
は
早
期
に
受
け
入
れ
に
同
意
し
た
。
こ
れ
に
対

し
て
キ
リ
ス
ト
教
が
個
人
の
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
が
継
続
的
に
低
下
す
る
中
で（

（1
（

、
従

来
の
敬
虔
な
信
徒
か
ら
な
る
労
働
力
の
不
足
が
顕
著
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
カ
リ
タ
ス
と
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
は
受
け
入
れ
に
慎
重
で

あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
東
西
対
立
を
背
景
と
し
た
反
共
主
義
と
国
家
へ
の
奉
仕
を

是
と
す
る
道
徳
観
に
支
え
ら
れ
、
ま
た
ナ
チ
ス
時
代
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
影
響
も
あ

り
、
兵
役
拒
否
者
は
し
ば
し
ば
否
定
的
な
評
価
を
受
け
た（

（1
（

。
兵
役
拒
否
者
支
援
に
比

較
的
積
極
的
で
あ
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
近
い
、
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
の
施
設
に

お
い
て
さ
え
、
拒
否
者
は
「
卑
怯
者
（D

rückeberger

）」
や
「
祖
国
に
対
す
る
裏
切

り
者
（Staatsverräter

）」
と
罵
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
施
設
側
は
兵
役
拒
否
者
の

政
治
的
、
左
派
的
、
無
神
論
的
傾
向
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
的
環
境
が
乱
さ
れ
る
こ
と

を
懸
念
し
た（

（1
（

。

　

懸
念
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
に
お
い
て
よ
り
顕
著
だ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
公

式
見
解
は
宗
教
的
良
心
の
保
護
の
た
め
の
例
外
措
置
と
し
て
兵
役
拒
否
を
一
般
論
と

し
て
是
認
し
た
。
し
か
し
「
正
当
な
戦
争
で
あ
る
限
り
、
信
徒
は
従
軍
の
義
務
を

負
う
」
と
い
う
伝
統
的
な
正
戦
論
に
基
づ
き
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
徒
に
は
兵
役
拒
否
の

根
拠
と
な
る
良
心
が
存
在
せ
ず
、
拒
否
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
た（

（1
（

。
兵
役
拒
否

者
の
良
心
を
「
過
て
る
良
心
（irrende G

ew
issen

）」
と
表
現
す
る
神
学
者
さ
え
い

た（
11
（

。
近
代
以
降
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
鼓
吹
し
て
き
た
反
共
主
義
は
、
ナ
チ
ス
期
の
プ

ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
冷
戦
開
始
に
よ
り
強
め
ら
れ
、
一
九
五
〇
年
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒

の
間
に
広
く
行
き
渡
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
共
産
圏
の
武
力
侵
攻
か
ら

の
西
ド
イ
ツ
防
衛
を
拒
否
し
た
と
み
な
さ
れ
た
拒
否
者
へ
の
否
定
的
評
価
に
つ
な

が
っ
た（

1（
（

。
一
九
六
五
年
の
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
に
よ
る
教
義
変
更
に
至
る
ま
で
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
兵
役
拒
否
問
題
は
「
タ
ブ
ー
」
で
あ
っ
た（

11
（

。
カ
ト
リ
ッ

ク
青
少
年
団
体
の
上
位
団
体
で
あ
る
ド
イ
ツ
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
連
盟
（B

und der 

D
eutschen K

atholischen Jugend

）
が
五
十
年
代
初
頭
の
声
明
に
お
い
て
兵
役
を

「
不
可
避
の
負
担
」
と
表
現
し
た
際
に
は
、
青
少
年
の
国
家
へ
の
忠
誠
を
揺
る
が
す

と
し
て
団
体
の
「
左
傾
化
」
を
糾
弾
す
る
投
書
が
寄
せ
ら
れ
た（

11
（

。
当
時
の
教
会
に
お

け
る
兵
役
拒
否
へ
の
否
定
的
評
価
が
推
察
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
宗
派
内
の
状
況
を
背
景
と
し
て
、
ド
イ
ツ
カ
リ
タ
ス
連
盟
の
指
導
部

は
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
指
導
部
と
と
も
に
、
政
治
的
懸
念
か
ら
受
け
入
れ
に
難
色
を
示
し

た（
11
（

。
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
は
や
が
て
、
受
け
入
れ
に
伴
う
費
用
負
担
が
施
設
側
に
有
利
な

形
で
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
に
加
え（

11
（

、
概
ね
兵
役
拒
否
者
支
援
に
積
極
的
な
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
教
会
上
層
部
か
ら
の
圧
力
で
受
け
入
れ
に
同
意
し
た（

11
（

。
教
会
が
逆
の
見
解
を

取
る
カ
リ
タ
ス
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
圧
力
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

　
　
　
　

３　

一
九
六
一
‐
一
九
六
七
年
：
カ
リ
タ
ス
に
お
け
る
受
け
入
れ
開
始

　

一
九
五
八
年
か
ら
良
心
審
査
が
開
始
さ
れ
る
と
、
ご
く
わ
ず
か
な
徴
兵
対
象
者
が

兵
役
を
拒
否
し
た
。
一
九
六
七
年
ま
で
約
二
六
‐
四
七
万
人
で
推
移
し
た
年
ご
と

の
徴
兵
対
象
者
の
中
で
、
兵
役
拒
否
者
と
し
て
承
認
さ
れ
た
者
は
約
二
〇
〇
〇
‐

四
七
〇
〇
人
、
非
軍
事
役
務
へ
の
就
役
者
は
約
四
七
〇
‐
一
五
〇
〇
人
に
過
ぎ
な

か
っ
た（

11
（

。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
否
定
的
態
度
の
た
め
に
、
当
時
の
拒
否
者
の
大
半
は

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
エ
ホ
バ
の
証
人
の
敬
虔
な
信
徒
で
あ
り
、
一
九
六
五
年
の
統
計

に
よ
れ
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
の
兵
役
拒
否
者
は
約
二
〇
〇
〇
人
の
兵
役
拒
否
者
の
一
二

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た（

11
（

。
カ
リ
タ
ス
に
お
け
る
受
け
入
れ
先
も
ご
く
わ
ず
か
で
あ

り
、
労
働
省
か
ら
承
認
を
受
け
た
施
設
数
は
一
九
六
〇
年
の
時
点
で
わ
ず
か
一
ヵ

所
、
一
九
六
五
年
で
も
十
一
ヵ
所
に
過
ぎ
な
か
っ
た（

11
（

。

　

兵
役
拒
否
者
の
非
軍
事
役
務
へ
の
配
置
は
一
九
六
一
年
に
開
始
さ
れ
た
。
先
行
研
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究
で
は
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が
、
上
の
施
設
認
可
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に

一
九
六
〇
年
ま
で
に
カ
リ
タ
ス
連
盟
も
慎
重
姿
勢
か
ら
非
軍
事
役
務
の
受
け
入
れ
へ

と
舵
を
切
っ
た
。
遅
く
と
も
一
九
六
一
年
の
時
点
で
連
盟
指
導
部
は
受
け
入
れ
に
積

極
的
で
あ
り
、
五
月
末
に
は
そ
の
働
き
か
け
で
傘
下
の
病
院
施
設
が
受
け
入
れ
先
と

し
て
追
加
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
ご
く
小
規
模
で
は
あ
る
が
実
際
に
兵
役
拒
否
者

が
配
置
さ
れ
た
と
の
報
告
も
見
ら
れ
る（

1（
（

。
現
在
は
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
事
業
団
の
一
部
と

な
っ
て
い
る
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
社
会
福
祉
団
体
の
内
国
伝
道（

11
（

な
ら
び
に
赤
十
字

に
お
け
る
兵
役
拒
否
者
へ
の
好
感
触
が
報
道
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
カ
リ
タ
ス
連
盟

指
導
部
は
病
院
施
設
に
対
し
て
、
兵
役
拒
否
者
が
「
人
員
不
足
の
解
消
の
た
め
」
の

「
使
い
も
の
に
な
る
補
助
要
員
（brauchbare H

ilfskräfte

）」
と
な
る
こ
と
を
期
待
す

る
と
書
き
送
っ
て
い
る（

11
（

。
こ
の
人
員
不
足
と
は
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
に
対
す
る
キ
リ

ス
ト
教
の
影
響
力
低
下
を
背
景
と
し
た（

11
（

、
伝
統
的
に
カ
リ
タ
ス
の
重
要
な
担
い
手
で

あ
っ
た
、
修
道
士
と
修
道
女
の
減
少
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る（

11
（

。
五
〇
年
代
に
は

社
会
福
祉
施
設
の
不
利
な
待
遇
に
加
え
、
自
己
実
現
や
私
生
活
に
関
す
る
価
値
観
の

変
化
を
背
景
と
し
て
、
看
護
職
へ
の
女
性
の
関
心
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
限
ら
ず
一
般
に

も
低
下
し
た
と
さ
れ
る（

11
（

。
こ
の
人
員
不
足
の
深
刻
さ
か
ら
、
カ
リ
タ
ス
を
含
む
社
会

福
祉
団
体
は
こ
の
時
期
に
、
後
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
社
会
年
（Freiw

illiges Soziales 

Jahr

）
と
し
て
制
度
化
さ
れ
る
有
給
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
も
開
始
し
て
い
る（

11
（

。
こ
の

よ
う
に
人
員
不
足
解
決
の
た
め
に
様
々
な
対
策
を
講
じ
る
中
で
、
カ
リ
タ
ス
連
盟
は

既
に
六
〇
年
代
初
頭
の
時
点
で
、
必
ず
し
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
や
公
式
見
解
、
信

徒
の
態
度
と
相
容
れ
な
い
非
軍
事
役
務
の
受
け
入
れ
へ
と
方
針
を
転
換
し
た
。

　

人
員
不
足
か
ら
受
け
入
れ
に
踏
み
切
っ
た
カ
リ
タ
ス
に
お
い
て
、
兵
役
拒
否
者
は

「
何
で
も
屋
の
小
間
使
い
（M

ädchen für alles

）」
と
し
て
、
法
令
が
原
則
と
す
る

介
護
作
業
以
外
の
作
業
に
も
従
事
さ
せ
ら
れ
た（

11
（

。
他
の
社
会
福
祉
団
体
に
お
い
て
も

状
況
は
同
様
で
あ
り
、
皿
洗
い
や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
皮
む
き
と
い
っ
た
作
業
内
容
が
平

和
へ
の
貢
献
と
い
う
希
望
に
合
致
し
な
い
と
し
て
不
満
を
募
ら
せ
る
拒
否
者
が
い
る

一
方（

11
（

、
楽
な
仕
事
と
し
て
単
純
作
業
を
喜
ぶ
者
も
い
た（

11
（

。
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
こ
れ
ら
単
純
作
業
へ
の
配
置
は
兵
役
拒
否
者
に
介
護
の
た
め
の
専
門
知
識
と

訓
練
が
欠
け
て
い
た
こ
と
に
加
え
、
カ
リ
タ
ス
を
含
む
社
会
福
祉
施
設
の
多
く
が
近

代
化
の
途
上
に
あ
り
、
家
事
労
働
の
必
要
が
大
き
か
っ
た
こ
と
に
も
帰
せ
ら
れ
る（

1（
（

。

カ
リ
タ
ス
連
盟
指
導
部
が
述
べ
る
よ
う
に
、
兵
役
拒
否
者
は
あ
く
ま
で
「
補
助
要
員

（H
ilfskraft

）」
だ
っ
た（

11
（

。

　

俸
給
や
休
暇
と
い
っ
た
兵
役
拒
否
者
の
待
遇
は
可
能
な
限
り
新
兵
と
同
等
と
す
る

よ
う
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
受
け
入
れ
施
設
に
は
そ
の
遵
守
と
と
も
に

費
用
の
一
時
的
な
立
て
替
え
が
要
請
さ
れ
た（

11
（

。
し
か
し
カ
リ
タ
ス
に
限
ら
ず
施
設
側

は
、
し
ば
し
ば
法
令
か
ら
逸
脱
し
た
対
応
を
と
っ
た
。
一
九
六
一
年
九
月
の
社
会
福

祉
団
体
と
の
協
議
に
お
い
て
労
働
省
は
規
則
の
遵
守
を
改
め
て
要
請
し
、
立
て
替
え

費
用
の
清
算
に
お
い
て
は
金
額
の
み
な
ら
ず
拒
否
者
の
氏
名
と
役
務
開
始
日
と
い
っ

た
情
報
を
規
定
通
り
に
申
告
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
毎
月
二
回
の
俸
給
支
払
い

を
ま
と
め
て
行
い
た
い
と
の
施
設
側
の
要
請
に
対
し
て
は
、
役
務
中
の
逃
亡
な
ど

の
リ
ス
ク
を
施
設
が
負
う
の
で
あ
れ
ば
反
対
し
な
い
と
答
え
て
い
る（

11
（

。
特
に
カ
リ
タ

ス
に
向
け
ら
れ
た
批
判
と
し
て
は
「
代
替
役
務
者
が
「
カ
リ
タ
ス
の
労
働
協
約
」
に

従
っ
て
休
暇
を
取
っ
て
い
る
」
と
の
報
告
が
散
見
さ
れ
る
と
し
て
、
規
定
の
厳
格
な

遵
守
が
要
請
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
カ
リ
タ
ス
を
含
む
社

会
福
祉
団
体
が
、
煩
雑
な
事
務
手
続
き
と
運
営
へ
の
介
入
を
嫌
っ
て
法
令
を
遵
守
せ

ず
、
行
政
は
把
握
し
な
が
ら
も
人
員
不
足
な
ど
の
理
由
か
ら
現
場
を
掌
握
で
き
な
い

実
態
が
う
か
が
え
る（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
連
邦
防
衛
省
と
連
邦
労
働
社
会
省
が
主
導
し

た
一
九
六
五
年
の
非
軍
事
役
務
制
度
改
正
は
、
受
け
入
れ
現
場
に
対
す
る
行
政
に
よ

る
管
理
強
化
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
い
た（

11
（

。
監
督
強
化
の
た
め
、
受
け
入
れ
施
設
の
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認
可
な
ど
専
門
的
・
法
的
事
項
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
連
邦
労
働
社
会
省
が
担
当
す

る
一
方
、
兵
役
拒
否
者
の
配
置
や
非
軍
事
役
務
の
監
督
と
い
っ
た
現
場
に
密
着
し
た

実
務
は
連
邦
内
務
省
管
轄
下
の
連
邦
行
政
庁
へ
と
移
管
さ
れ
た
。
カ
リ
タ
ス
に
と
っ

て
何
よ
り
も
打
撃
と
な
っ
た
の
は
、
小
規
模
施
設
に
対
す
る
受
け
入
れ
費
用
の
一
部

免
除
規
定
の
廃
止
と
、
最
低
五
人
の
受
け
入
れ
を
受
け
入
れ
施
設
と
し
て
の
認
可
条

件
と
す
る
連
邦
労
働
省
の
方
針
で
あ
っ
た（

11
（

。
こ
の
最
低
受
け
入
れ
人
数
は
後
に
三
人

に
緩
和
さ
れ
た（

11
（

。
改
正
後
の
一
九
六
六
年
に
カ
リ
タ
ス
連
盟
が
行
っ
た
傘
下
団
体
へ

の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
な
い
カ
リ
タ
ス
施
設
が
非
軍
事
役
務
の
受
け
入

れ
に
意
欲
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
多
く
の
施
設
に
と
っ
て
三
人
の
受
け
入
れ
で
さ

え
も
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た（

11
（

。
改
正
法
で
は
社
会
福
祉
団
体
は
兵
役
拒
否
者
の
集
団

宿
泊
施
設
を
通
常
の
職
員
用
宿
舎
と
は
別
個
に
用
意
す
る
必
要
が
あ
り
、
地
方
の
教

区
カ
リ
タ
ス
の
よ
う
な
小
規
模
の
受
け
入
れ
施
設
に
と
っ
て
最
低
人
数
は
大
き
な
負

担
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
ね
て
か
ら
こ
の
よ
う
な
事
情
を
知
悉
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
カ
リ
タ
ス
連
盟
指
導
部
は
、
一
九
六
五
年
の
段
階
で
連
邦
政
界
と
の
窓

口
で
あ
る
連
盟
の
ボ
ン
代
表
部
に
対
し
て
改
正
に
強
く
反
対
す
る
旨
を
書
き
送
っ
て

い
る（

1（
（

。
し
か
し
な
が
ら
反
対
は
実
を
結
ば
な
か
っ
た
。
こ
の
改
正
で
ど
れ
ほ
ど
の
カ

リ
タ
ス
施
設
が
受
け
入
れ
を
断
念
し
た
の
か
、
確
か
な
数
値
を
示
す
史
料
は
見
当
た

ら
な
い
が
、
影
響
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

同
年
の
教
義
変
更
に
よ
り
一
九
六
六
年
以
降
に
カ
ト
リ
ッ
ク
兵
役
拒
否
者
の
増
加

が
見
込
ま
れ
、
ま
た
教
会
の
公
式
見
解
に
反
す
る
こ
と
な
く
彼
ら
を
受
け
入
れ
る

条
件
が
整
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
改
正
は
受
け
入
れ
に
積
極
的
な
カ
リ
タ
ス
施
設
に

と
っ
て
一
層
の
痛
手
と
な
っ
た
。
一
九
六
二
年
か
ら
六
五
年
に
か
け
て
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
の
現
代
化
を
掲
げ
て
開
催
さ
れ
た
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
は
、
典
礼
か
ら
エ

キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
、
社
会
教
説
に
至
る
様
々
な
、
新
た
な
教
義
解
釈
を
打
ち
出
し
た（

11
（

。

一
九
六
五
年
十
二
月
に
決
議
さ
れ
た
『
現
代
世
界
憲
章
（G

audium
 et spes

）』
が

兵
役
と
代
替
役
務
の
等
価
値
を
宣
言
し
た
こ
と
に
基
づ
き
、
翌
年
か
ら
ド
イ
ツ
カ
ト

リ
ッ
ク
青
少
年
連
盟
の
主
導
に
よ
り
ヘ
ッ
セ
ン
州
リ
ン
ブ
ル
ク
司
教
区
で
兵
役
拒
否

者
支
援
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
開
始
さ
れ
た（

11
（

。
具
体
的
に
は
相
談
所
が

設
置
さ
れ
、
兵
役
拒
否
に
関
す
る
情
報
の
提
供
と
、
良
心
に
基
づ
く
決
断
の
た
め
の

助
言
が
行
わ
れ
た（

11
（

。
管
見
で
は
こ
の
措
置
を
も
っ
て
西
ド
イ
ツ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に

お
け
る
組
織
的
な
兵
役
拒
否
者
支
援
が
開
始
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
同
時
期
に
一

部
の
カ
リ
タ
ス
施
設
で
は
兵
役
拒
否
者
に
対
す
る
事
前
講
習
も
開
始
さ
れ
た（

11
（

。
こ
の

こ
と
か
ら
も
カ
リ
タ
ス
の
受
け
入
れ
へ
の
積
極
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
前
述
の

よ
う
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
兵
役
拒
否
者
数
は
一
九
六
五
年
時
点
で
約
二
〇
〇
〇
人
の

一
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
約
二
四
〇
人
で
あ
り
、
同
年
に
認
可
さ
れ
た
カ
リ
タ
ス
施
設

は
一
一
ヵ
所
で
あ
っ
た（

11
（

。
す
べ
て
の
拒
否
者
が
非
軍
事
役
務
に
つ
い
た
と
仮
定
す
る

と
一
施
設
あ
た
り
約
二
二
名
の
受
け
入
れ
と
な
る
。
実
際
に
は
す
べ
て
の
兵
役
拒
否

者
が
非
軍
事
役
務
に
就
く
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
最
低
三
人
の
受
け
入
れ
を
断
念

す
る
ほ
ど
の
小
規
模
施
設
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
カ
リ
タ
ス
の
事
情
を
考
慮
す
る

と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
拒
否
者
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
以
上
に
認
可
施
設
数
は
過
少
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
一
九
六
五
年
改
正

に
よ
り
受
け
入
れ
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
施
設
が
実
際
に
存
在
し
た
の
で
あ

り
、
改
正
は
カ
リ
タ
ス
に
お
け
る
受
け
入
れ
を
阻
害
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　

４　

一
九
六
八
‐
一
九
七
三
年
：

　
　
　
　
　
　

カ
リ
タ
ス
に
お
け
る
受
け
入
れ
拡
大
の
開
始

　

学
生
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
六
十
八
年
運
動
が
高
揚
す
る
中
、
議
会
外
反
対
派

の
一
部
は
一
九
六
八
年
初
頭
か
ら
「
諸
権
威
を
破
壊
す
べ
し
－
戦
争
役
務
を
拒
否
す

べ
し
（A

utoritäten zersetzen

－K
riegsdienst verw

eigern

）」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
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反
連
邦
軍
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
開
始
し
た（

11
（

。
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
拒
否
制
度
と
承
認

手
続
き
に
つ
い
て
の
情
報
を
広
め
、
兵
役
拒
否
に
新
た
な
政
治
的
意
味
を
付
与
し

た
。
そ
の
結
果
一
九
六
八
年
に
は
前
年
の
二
倍
と
な
る
約
一
万
二
千
人
が
兵
役
拒
否

を
申
請
し
、
一
九
七
三
年
ま
で
に
申
請
者
数
は
約
三
万
五
千
人
を
数
え
る
に
至
る
。

同
様
に
承
認
さ
れ
た
兵
役
拒
否
者
と
非
軍
事
役
務
就
役
者
の
数
も
一
九
六
七
年
か
ら

一
九
七
三
年
に
か
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
約
四
千
七
百
人
か
ら
一
万
七
千
人
、
約
千
四
百

人
か
ら
一
万
二
千
人
へ
と
急
増
し
た（

11
（

。
担
当
官
庁
は
こ
の
急
増
に
対
処
し
き
れ
ず
、

受
け
入
れ
先
の
不
足
に
よ
る
配
置
遅
れ
な
ど
行
政
の
停
滞
が
生
じ
た
。
さ
ら
に
急
進

化
し
た
拒
否
者
の
一
部
は
挑
発
的
行
動
や
規
則
違
反
に
走
り
、
行
政
と
の
対
立
を
深

め
た
。
こ
れ
ら
行
政
へ
の
不
満
か
ら
、
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
か

け
て
非
難
決
議
や
ス
ト
ラ
イ
キ
と
い
っ
た
兵
役
拒
否
者
に
よ
る
抗
議
行
動
が
各
地
で

生
じ
た
。

　

カ
リ
タ
ス
施
設
に
お
い
て
も
拒
否
者
に
よ
る
挑
発
行
為
や
規
則
違
反
が
見
ら
れ
、

周
辺
住
民
か
ら
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た（

11
（

。
特
に
挑
発
対
象
と
な
っ
た
の

は
若
年
の
女
性
職
員
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
の
職
員
や
利
用
者
に
対
し
て
も
、
低
賃

金
や
長
時
間
労
働
と
い
っ
た
待
遇
へ
の
批
判
か
ら
反
権
威
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
宣

伝
ま
で
様
々
な
働
き
か
け
が
行
わ
れ
た（

11
（

。
施
設
運
営
者
は
こ
れ
ら
の
批
判
や
ア
ジ

テ
ー
シ
ョ
ン
に
反
発
し
た（

1（
（

。
カ
リ
タ
ス
の
受
け
入
れ
先
が
問
題
行
動
を
お
こ
し
た
拒

否
者
の
配
置
転
換
を
求
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
騒
擾
を
他
の
施
設
に
転
嫁
す
る
だ

け
だ
と
し
て
連
邦
行
政
庁
は
容
易
に
応
じ
な
か
っ
た（

11
（

。
抗
議
行
動
に
直
面
し
て
い
な

い
施
設
に
お
い
て
も
、
報
道
を
通
じ
て
懸
念
が
広
が
っ
た（

11
（

。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
カ
リ
タ
ス
に
お
け
る
非
軍
事
役
務
の
受
け
入
れ
施
設
は

一
九
六
五
年
の
一
一
ヵ
所
か
ら
一
九
七
〇
年
の
一
八
〇
ヵ
所
へ
と
大
幅
に
増
加
、

一
九
七
五
年
に
は
約
九
〇
〇
所
を
数
え
る
に
至
っ
た（

11
（

。
一
九
七
一
年
に
は
約
六
五
〇

人
の
兵
役
拒
否
者
が
役
務
に
つ
い
た（

11
（

。
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
が
指
摘
す
る
、
社
会
福
祉
制

度
の
拡
張
に
よ
る
民
間
福
祉
に
お
け
る
労
働
力
需
要
の
増
大
は
確
か
に
一
因
と
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
行
政
に
よ
る
受
け
入
れ
先
拡
大
の
施
策
も
重
要
だ
っ
た
。
行

政
は
一
九
六
八
年
以
降
、
自
宅
宿
泊
の
許
可
、
宿
舎
建
設
の
た
め
の
低
利
子
貸
付
、

上
述
の
最
低
受
け
入
れ
人
数
の
撤
廃
な
ど
、
社
会
福
祉
団
体
の
負
担
軽
減
に
よ
り
拒

否
者
の
増
加
に
見
合
う
受
け
入
れ
先
を
確
保
し
よ
う
と
し
た（

11
（

。
こ
れ
ら
の
措
置
の
多

く
は
一
九
七
三
年
の
改
正
非
軍
事
役
務
法
に
取
り
入
れ
ら
れ
た（

11
（

。
こ
れ
ら
の
施
策
は

上
述
の
よ
う
に
受
け
入
れ
の
大
き
な
障
害
と
な
っ
て
い
た
最
低
受
け
入
れ
人
数
と
宿

泊
施
設
確
保
の
問
題
を
緩
和
す
る
も
の
で
あ
り
、
カ
リ
タ
ス
に
お
け
る
受
け
入
れ
拡

大
に
大
き
く
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
行
政
の
対
応
と
な
ら
び
、
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
に
お
け
る
平
和
理
解
の
変
化

と
宗
派
内
に
お
け
る
兵
役
拒
否
者
支
援
制
度
の
拡
充
も
受
け
入
れ
拡
大
に
つ
な
が
っ

た
。
一
九
六
九
年
の
ド
イ
ツ
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
連
盟
の
『
平
和
の
た
め
の
役
務
』

決
議
が
示
す
よ
う
に（

11
（

、
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
の
間
で
は
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会

議
が
打
ち
出
し
た
「
非
軍
事
的
手
段
を
用
い
た
社
会
問
題
の
解
決
に
よ
る
発
展
と
公

正
の
実
現
」
と
い
う
新
た
な
平
和
概
念
が
受
容
さ
れ
、
国
内
外
に
お
け
る
社
会
活
動

に
強
い
関
心
が
寄
せ
ら
れ
た（

11
（

。
そ
の
よ
う
な
関
心
は
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
に
と
っ
て

の
非
軍
事
役
務
の
魅
力
を
高
め
、
兵
役
拒
否
者
の
良
い
働
き
ぶ
り
に
つ
な
が
っ
た
。

同
年
の
カ
ト
リ
ッ
ク
精
神
障
碍
者
施
設
連
盟
の
理
事
会
で
は
急
進
化
し
た
拒
否
者
へ

の
懸
念
の
一
方
で
、
六
八
年
以
降
に
兵
役
拒
否
者
の
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ

た
学
生
を
介
護
作
業
へ
と
就
か
せ
た
場
合
の
「
極
め
て
肯
定
的
」
な
結
果
が
報
告

さ
れ
て
い
る（

11
（

。
な
お
理
事
会
で
は
、
兵
役
拒
否
者
に
対
す
る
役
務
条
件
の
説
明
、

社
会
福
祉
事
業
の
意
義
や
理
論
的
お
よ
び
実
践
的
知
識
の
教
授
と
い
っ
た
手
ほ
ど

き
（Einführung

）
も
円
滑
な
受
け
入
れ
に
と
っ
て
重
要
だ
と
報
告
さ
れ
て
い
る（

1（
（

。

こ
の
よ
う
な
事
前
講
習
は
、
し
ば
し
ば
拒
否
者
の
不
満
の
原
因
で
あ
っ
た
役
務
の
イ

メ
ー
ジ
と
実
態
の
落
差
を
解
消
し
て
問
題
行
動
を
抑
制
す
る
と
と
も
に
、
労
働
力
と
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し
て
の
有
用
性
を
高
め
る
職
業
訓
練
で
も
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
カ
リ
タ
ス
の
一

部
施
設
に
お
い
て
事
前
講
習
は
既
に
六
〇
年
代
後
半
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
が
、
先

行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
一
九
七
一
年
以
降
、
連
邦
政
府
と
社
会
福
祉
団
体
の
協

力
の
下
で
事
前
教
育
課
程
が
公
式
に
制
度
化
さ
れ
て
い
く（

11
（

。
こ
の
こ
と
も
受
け
入
れ

拡
大
の
一
因
と
な
っ
た
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
兵
役
拒
否
支
援
体
制
の
構
築
が
進
展
し
た
こ
と
も

カ
リ
タ
ス
の
受
け
入
れ
拡
大
に
寄
与
し
た
。
一
九
六
八
年
に
は
ド
イ
ツ
司
教
協
議

会
が
各
司
教
区
に
兵
役
拒
否
者
を
対
象
と
す
る
相
談
所
の
設
立
を
勧
告
す
る
と

と
も
に（

11
（

、
そ
の
よ
う
な
支
援
活
動
の
相
互
調
整
を
担
う
非
軍
事
役
務
者
司
牧
中
央

セ
ン
タ
ー
（Zentralstelle für die Seelsorge an den Zivildienstleistenden

）
が

設
置
さ
れ
た
。
翌
年
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
平
和
運
動
で
あ
る
パ
ッ
ク
ス
ク
リ
ス
テ
ィ

運
動
（Pax-C

hristi-B
ew

egung

）
と
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
連
盟
の
イ
ニ
シ
ア
チ

ブ
に
よ
り
兵
役
拒
否
と
非
軍
事
代
替
役
務
の
た
め
の
カ
ト
リ
ッ
ク
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
（K

atholische A
rbeitsgem

einschaft für K
riegsdienstverw

eigerung und 

zivilen Ersatzdienst

）
が
創
設
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
さ
ら
に
一
九
七
二
年
ま
で
に
は
、

一
九
六
八
年
に
司
教
協
議
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
俗
人
組
織
の
代
表
機
関
で
あ
る
カ
ト

リ
ッ
ク
教
徒
中
央
委
員
会
（Zentralkom

itee der deutschen K
atholiken

）
を
中
心

に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
、
発
展
と
平
和
の
た
め
の
カ
ト
リ
ッ
ク
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
（K

atholischer A
rbeitskreis Entw

icklung und Frieden

）
の
内
部
に
兵
役
拒
否

者
担
当
部
門
が
設
け
ら
れ
た（

11
（

。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
兵
役
拒
否
者
の
受
け
入
れ
増
加
を
受

け
て
、
一
九
七
三
年
に
は
カ
リ
タ
ス
連
盟
本
部
の
事
務
局
が
受
け
入
れ
施
設
と
し
て

の
認
可
申
請
な
ど
、
傘
下
施
設
が
個
別
に
行
っ
て
き
た
非
軍
事
役
務
に
関
す
る
手
続

き
を
一
括
し
て
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た（

11
（

。
司
教
協
議
会
の
勧
告
を
踏
ま
え
た
、

一
九
六
八
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
バ
ン
ベ
ル
ク
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
、
シ
ュ
パ
イ

ア
ー
、
ト
リ
ー
ア
な
ど
の
司
教
区
に
お
け
る
設
置
を
皮
切
り
に（

11
（

、
一
九
七
七
年
ま
で

に
全
て
の
司
教
区
に
兵
役
拒
否
者
の
た
め
の
相
談
所
が
設
け
ら
れ
た（

11
（

。
こ
の
よ
う
に

一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
か
け
て
、
司
教
協
議
会
か
ら
司
教

区
、
俗
人
組
織
、
青
少
年
組
織
お
よ
び
平
和
運
動
ま
で
様
々
な
組
織
の
関
与
の
下
、

カ
ト
リ
ッ
ク
宗
派
内
で
支
援
体
制
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
た
だ
し
司
教
区
に
よ
っ

て
大
き
な
差
が
見
ら
れ
た
。
一
九
七
七
年
の
時
点
で
信
徒
と
相
談
員
の
比
率
が
約

六
十
六
万
六
千
人
に
一
人
の
司
教
区
も
あ
れ
ば
、
約
三
万
五
千
人
に
一
人
の
司
教
区

も
あ
り
、
平
均
は
約
十
万
人
に
一
人
で
あ
っ
た（

11
（

。
ま
た
一
九
七
〇
年
代
以
降
も
、
第

二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
決
議
と
ド
イ
ツ
司
教
協
議
会
の
勧
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
り

わ
け
年
長
の
聖
職
者
と
信
徒
の
間
で
兵
役
拒
否
者
支
援
に
対
す
る
否
定
的
な
見
解
が

根
強
く
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
中
央
委
員
会
は
一
九
七
二
年
の
声
明

『
平
和
へ
の
貢
献
と
し
て
の
兵
役
』
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
連
盟
な
ど
が

主
張
す
る
、
兵
役
と
非
軍
事
役
務
を
等
価
値
と
す
る
見
方
を
批
判
し
て
い
る（

11
（

。
こ
の

よ
う
な
態
度
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
い
て
青
年
の
兵
役
拒
否
と
い
う
決
断
の
み
な

ら
ず
、
各
司
教
区
に
お
け
る
支
援
体
制
の
整
備
に
も
長
く
否
定
的
に
作
用
し
た
。

　
　
　
　

５　

お
わ
り
に

　

本
稿
は
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
お
け
る
兵
役
拒
否
制
度
の
実
質
的
機
能
が
宗
教
的

少
数
派
の
権
利
保
護
か
ら
社
会
福
祉
分
野
に
対
す
る
労
働
力
供
給
へ
と
変
容
し
た
一

因
と
し
て
、
民
間
社
会
福
祉
団
体
の
非
軍
事
役
務
の
労
働
力
へ
の
依
存
に
着
目
し
、

カ
ト
リ
ッ
ク
系
社
会
福
祉
団
体
の
カ
リ
タ
ス
に
お
け
る
兵
役
拒
否
者
の
受
け
入
れ
拡

大
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
過
程
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な

る
。
一
九
六
〇
年
代
半
ば
に
至
る
ま
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
正
戦
論
と
反
共
主
義
を

背
景
と
し
て
兵
役
拒
否
に
否
定
的
で
あ
り
、
カ
リ
タ
ス
連
盟
も
当
初
は
兵
役
拒
否
者

の
受
け
入
れ
に
懸
念
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
他
団
体
に
お
け
る
良
好
な
働
き
ぶ
り
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を
知
っ
た
連
盟
指
導
部
は
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
に
は
労
働
力
不
足
を
解
消
す
る
た

め
に
非
軍
事
役
務
の
受
け
入
れ
を
推
進
し
始
め
る
。
こ
の
不
足
は
看
護
職
に
対
す
る

女
性
の
一
般
的
な
関
心
低
下
に
加
え
、
キ
リ
ス
ト
教
の
社
会
的
影
響
力
低
下
と
い
う

意
味
で
の
世
俗
化
に
よ
り
、
修
道
会
を
中
心
と
し
た
既
存
の
労
働
力
供
給
が
先
細
り

つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
有
給
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
な
ら
び
、
兵
役
拒
否
制
度

は
宗
派
内
か
ら
の
労
働
力
調
達
の
新
た
な
道
と
見
な
さ
れ
た
。
し
か
し
教
義
の
ゆ
え

に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
兵
役
拒
否
者
数
は
一
九
六
五
年
時
点
で
も
数
百
人
規
模
で
あ
り
、

受
け
入
れ
も
ま
た
少
数
に
止
ま
っ
た
。
受
け
入
れ
に
伴
う
事
務
手
続
き
や
費
用
建
て

替
え
、
法
定
の
役
務
条
件
の
遵
守
は
施
設
の
負
担
と
な
り
、
現
場
で
は
施
設
に
よ
る

法
令
違
反
と
行
政
と
の
対
立
が
見
ら
れ
た
。
一
九
六
五
年
の
教
義
変
更
に
よ
り
カ
ト

リ
ッ
ク
に
お
い
て
も
兵
役
拒
否
支
援
が
開
始
さ
れ
、
拒
否
者
数
も
増
加
し
始
め
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
施
設
に
対
す
る
行
政
の
管
理
強
化
を
は
か
る
同
年
の
制
度
改

正
に
よ
り
カ
リ
タ
ス
の
小
規
模
施
設
は
少
な
か
ら
ず
受
け
入
れ
を
断
念
せ
ざ
る
を
得

ず
、
受
け
入
れ
は
な
お
も
停
滞
し
た
。
一
九
六
八
年
か
ら
の
学
生
運
動
と
拒
否
者
数

増
加
は
一
方
で
問
題
行
動
の
増
加
と
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
な
が
り
、
カ
リ
タ
ス
施
設
に

お
い
て
も
受
け
入
れ
へ
の
懸
念
を
抱
か
せ
た
が
、
他
方
で
行
政
を
役
務
先
拡
大
の
た

め
の
受
け
入
れ
条
件
緩
和
へ
と
向
か
わ
せ
た
。
こ
の
条
件
緩
和
に
加
え
、
第
二
バ
チ

カ
ン
公
会
議
に
よ
る
平
和
理
解
の
変
化
と
カ
ト
リ
ッ
ク
内
に
お
け
る
支
援
体
制
の
拡

充
に
よ
り
、
カ
リ
タ
ス
に
お
け
る
受
け
入
れ
は
一
九
六
〇
年
代
末
以
降
に
大
幅
な
増

加
を
見
せ
始
め
る
。

　

こ
の
う
ち
先
行
研
究
が
詳
し
く
検
討
し
て
い
な
い
点
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら

れ
る
。
一
．
正
戦
論
と
反
共
主
義
と
い
う
カ
ト
リ
ッ
ク
内
に
お
け
る
兵
役
拒
否
者
批

判
の
背
景
。
二
．
キ
リ
ス
ト
教
の
社
会
的
影
響
力
低
下
に
よ
る
労
働
力
不
足
の
深

刻
化
と
カ
リ
タ
ス
に
お
け
る
一
九
六
〇
年
代
初
頭
か
ら
の
非
軍
事
役
務
受
け
入
れ
へ

の
積
極
姿
勢
。
三
．
法
令
遵
守
を
め
ぐ
る
カ
リ
タ
ス
と
労
働
省
の
対
立
。
四
．
カ
ト

リ
ッ
ク
内
に
お
け
る
平
和
理
解
の
変
化
の
重
要
性
。
五
．
一
九
六
〇
年
代
後
半
以
降

の
カ
ト
リ
ッ
ク
内
に
お
け
る
支
援
体
制
構
築
の
具
体
的
過
程
と
宗
派
内
の
根
強
い
兵

役
拒
否
者
批
判
。
こ
の
う
ち
二
点
目
と
五
点
目
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
カ
リ
タ
ス

に
お
け
る
兵
役
拒
否
対
応
の
画
期
と
し
て
一
九
六
五
年
の
教
義
変
更
を
重
視
す
る
ベ

ル
ン
ハ
ル
ト
の
見
解
に
一
定
の
修
正
を
迫
る
。
少
な
く
と
も
カ
リ
タ
ス
指
導
部
は

そ
の
以
前
、
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
兵
役
拒
否
者
の
受
け
入
れ
に
積
極
的

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
確
か
に
教
義
変
更
を
境
に
カ
ト
リ
ッ
ク
内
で
兵

役
拒
否
者
支
援
を
め
ぐ
る
動
き
が
盛
ん
と
な
る
も
の
の
、
そ
の
制
度
的
実
現
は
や

や
遅
れ
て
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点

を
踏
ま
え
て
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
と
カ
リ
タ
ス
の
差
異
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
宗
派

的
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
カ
リ
タ
ス
指
導
部
と
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
の
受
け
入
れ
方
針
は

一
九
五
〇
年
代
末
の
慎
重
姿
勢
か
ら
一
九
六
〇
年
代
初
頭
の
積
極
姿
勢
へ
の
転
換
と

い
う
よ
う
に
類
似
性
が
目
立
つ
。
し
か
し
な
が
ら
一
九
六
五
年
ま
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク

教
会
の
教
義
に
加
え
、
そ
の
後
も
根
強
く
見
ら
れ
た
兵
役
拒
否
者
に
対
す
る
否
定
的

態
度
の
ゆ
え
に
、
カ
リ
タ
ス
に
お
け
る
実
際
の
受
け
入
れ
は
、
概
ね
兵
役
拒
否
者
支

援
に
積
極
的
で
あ
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
系
の
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
よ
り
も
遅
れ
て

進
展
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
拡
大
を
開
始
し
た
カ
リ
タ
ス
に
お
け
る
兵
役
拒
否
者
の
受
け
入

れ
は
、
以
後
さ
ら
な
る
進
展
を
見
せ
る
。
一
九
七
〇
年
に
一
八
〇
ヵ
所
で
あ
っ
た
カ

リ
タ
ス
の
受
け
入
れ
施
設
は
一
九
七
五
年
に
は
約
九
〇
〇
所
、
一
九
八
〇
年
に
は
約

二
千
三
〇
〇
所
、
一
九
八
五
年
に
は
約
三
千
二
〇
〇
所
へ
と
増
加
し
た（

1（
（

。
こ
う
し
て

兵
役
拒
否
者
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
社
会
年
に
よ
る
有
給
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
な
ら
び
、
カ

リ
タ
ス
に
お
け
る
労
働
力
と
し
て
の
重
要
性
を
増
し
て
い
く（

11
（

。
こ
の
こ
と
は
他
の
頂

上
団
体
に
お
け
る
受
け
入
れ
拡
大
と
な
ら
び
、
西
ド
イ
ツ
兵
役
拒
否
制
度
の
社
会
的

機
能
が
社
会
福
祉
分
野
へ
の
労
働
力
供
給
源
へ
と
転
換
し
て
い
く
一
因
と
な
っ
た
。



29　西ドイツ・カリタスにおける兵役拒否者の受け入れ過程

　
　
　

注

（
1
） 
こ
の
役
務
の
当
初
の
正
式
名
称
は
代
替
役
務
（Ersatzdienst)

で
あ
っ
た
が
、

一
九
七
三
年
の
法
改
正
で
非
軍
事
役
務
へ
と
改
称
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
法
令
名
な

ど
固
有
名
詞
を
除
き
、
非
軍
事
役
務
へ
と
統
一
す
る
。

（
2
） 

兵
役
停
止
を
背
景
と
し
た
連
邦
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
役
務
の
創
設
と
そ
の
概
要
に
つ
い

て
は
次
の
論
考
の
第
一
節
を
参
照
。
渡
部
聡
子
、「
ド
イ
ツ
の
市
民
参
加
促
進
制

度
に
お
け
る
経
路
依
存
性
の
検
討 

―
シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン

州
と
ハ
ン
ブ
ル
ク
を
事
例
と
し
て

―
」、『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
』　

第
一
六
号
、 

五

－
一
七
頁
、 

二
〇
一
六
年
。

（
3
） A

lbert K
rölls, K

riegsdienstverw
eigerung. G

rundrecht zw
ischen 

G
ew

issensfreiheit und K
rim

inalität. Eine rechtssoziologische Studie zur 

K
riegsdienstverw

eigerung in der B
undesrepublik, L

everkusen, 1976; 

ders., K
riegsdienstverw

eigerung. D
as unbequem

e G
rundrecht, Frankfurt 

a. M
., 1980; B

ernd K
ubbig, K

irche und K
riegsdienstverw

eigerung in der 

BRD
, Stuttgart u.a., 1974; G

ottfried Leder, K
riegsdienstverw

eigerung aus 

G
ew

issensgründen : zur Problem
atik des Artikels 4 Abs. 3 des G

rundgesetzes, 

Freiburg, 1957; Volker M
öhle/C

hristian R
abe, K

riegsdienstverw
eigerung 

in der B
R

D
. E

ine em
pirisch-analytische Studie zur M

otivation der 

K
riegsdienstverw

eigerer in den Jahren 1957-1971, O
pladen, 1972.

（
4
） 

日
本
の
研
究
状
況
も
同
様
で
あ
る
。
学
術
研
究
と
し
て
は
次
の
論
考
が
西
ド
イ
ツ

に
お
け
る
兵
役
拒
否
に
触
れ
て
い
る
が
、
制
度
形
成
、
良
心
審
査
の
是
非
、
拒
否

者
へ
の
社
会
的
評
価
と
い
っ
た
側
面
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
社
会
福
祉
団
体
に

お
け
る
受
け
入
れ
過
程
へ
の
言
及
は
見
ら
れ
な
い
。
市
川
ひ
ろ
み
、『
兵
役
拒
否

の
思
想　

市
民
的
不
服
従
の
理
念
と
展
開
』、
明
石
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。
佐
々

木
陽
子
（
編
著
）、『
兵
役
拒
否
』、
青
弓
社
、
二
〇
〇
四
年
。

（
5
） V

gl. Patrick B
ernhard, Zivildienst zw

ischen Reform
 und Revolte. Eine 

bundesdeutsche Institution im
 gesellschaftlichen W

andel 1961-1982, 

M
ünchen, 2005, S. 22-24, 40-41, 65-80, 110-114, 135-154, 159-164, 175-177, 

233-236, 326-353, 358-384, 389-391.

（
6
） V

gl. ders., „«Z
ivis» in der Pflege. Z

ur G
eschichte einer besonderen 

M
itarbeitergruppe im

 bundesdeutschen Sozialsystem
 1961―

1990“, 

Sabine B
raunschw

eig (H
g.), Pflege - Räum

e, M
acht und Alltag. Beiträge 

zur G
eschichte der P

flege, Z
ürich, 2006, S.141-151; ders., „A

n der 

»Friedensfront«. D
ie A

PO
, der Zivildienst und der gesellschaftliche A

ufbruch 

der sechziger Jahre“, C
hristina von H

odenberg/ D
etlef Siegfried (H

g.), W
o 

»1968« liegt. Reform
 und Revolte in der G

eschichte der Bundesrepublik, 

G
öttingen, 2006, S. 164-200.

（
7
） 

断
り
の
な
い
限
り
、
民
間
社
会
福
祉
団
体
に
つ
い
て
の
記
述
は
次
の
辞
典
項
目

に
よ
る
。Josef Schm

id, A
rt. W

ohlfahrtsverbände, U
w

e A
ndersen/W

ichard 

W
oyke (H

g.), H
andw

örterbuch des politischen System
s der Bundesrepublik 

D
eutschland, 7. aktual. A

ufl., H
eidelberg, 2013.

（
8
） 

た
だ
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
社
会
福
祉
分
野
に
市
場
原

理
が
導
入
さ
れ
る
な
ど
区
別
が
曖
昧
と
な
り
、
近
年
で
は
「
社
会
福
祉
活
動
の
企

業
経
営
化
」
が
議
論
と
な
っ
て
い
る
。V

gl. U
do W

ilken (H
g.), Soziale Arbeit 

zw
ischen Ethik und Ö

konom
ie, Freiburg, 2000.

（
9
） 
数
値
は
次
の
ド
イ
ツ
カ
リ
タ
ス
連
盟
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
。https://w

w
w

.

caritas.de/diecaritas/w
ofuerw

irstehen/m
illionenfache-hilfe 

（
最
終
閲
覧
：

２
０
１
７
年
６
月
１
０
日).

（
10
） 

断
り
の
な
い
限
り
、
兵
役
拒
否
制
度
に
関
す
る
本
節
の
記
述
は B

ernhard 2005 

に
よ
る
。
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（
11
） 

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
教
会
制
度
に
つ
い
て
は
前
掲
註
七
の
政
治
シ
ス
テ
ム
用
語

辞
典
の
、
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
・
シ
ュ
ピ
ー
ケ
ル
（M

anfred Spieker

）
の
執
筆
に
よ

る
「
教
会
（K

irchen

）」
の
項
に
よ
る
。

（
12
） Peter H

am
m

erschm
idt, „Z

ur O
rganisation und Finanzierung der 

konfessionellen W
ohlfahrtsverbände um

 1960“, Traugott Jähnichen/A
ndreas 

H
enkelm

ann/U
w

e K
am

insky/K
atharina K

unter (H
g.), C

aritas und D
iakonie 

im
 „goldenen Zeitalter“ des bundesdeutschen Sozialstaats. Transform

ation 

der konfessionellen W
ohlfahrtsverbände in den 1960er Jahren, Stuttgart, 

2010, S. 23-38, hier S. 28-32.

（
13
） 

断
り
の
な
い
限
り
、
兵
役
拒
否
制
度
の
創
設
過
程
に
つ
い
て
はB

ernhard 2005

に
よ
る
。

（
14
） K

urzprotokoll über die 5. Sitzung des B
undestagsausschusses für A

rbeit am
 

12. 2. 1958 in B
onn, S.5/5-5/8, Parlam

entsarchiv des D
eutschen B

undestags, 

III 162 A
 1.

（
15
） Protokoll der Z

entralstelle am
 23. 3. 1960 in B

onn, E
vangelisches 

Zentralarchiv, 97/23.

（
16
） 

東
側
か
ら
の
人
口
流
入
に
よ
る
地
域
的
な
宗
派
的
統
一
性
の
動
揺
に
加
え
、
経
済

成
長
に
よ
る
生
活
様
式
と
り
わ
け
余
暇
の
多
様
化
を
背
景
と
し
て
、
一
九
五
〇
年

代
半
ば
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
お
け
る
信
徒
数
お
よ
び
礼
拝
参

加
率
は
顕
著
に
低
下
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。Thom

as 

G
rößbelting, D

er verlorene H
im

m
el. G

laube in D
eutschland seit 1945, 

G
öttingen/ B

ristol, 2013; D
etlef Pollack, Säkularisierung - ein m

oderner 

M
ythos?, Tübingen, 2003.

（
17
） 

兵
役
拒
否
者
に
対
す
る
社
会
的
反
感
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。K

rölls 

1980.

（
18
） B

ernhard 2005, S. 23.

（
19
） 

再
軍
備
と
徴
兵
制
、
兵
役
拒
否
に
対
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
態
度
に
つ
い

て
は
次
の
文
献
を
参
照
。A

nselm
 D

oering-M
anteuffel, K

atholizism
us und 

W
iederbew

affnung. D
ie H

altung der deutschen K
atholiken gegenüber der 

W
ehrfrage 1948-1955, M

ainz, 1981.

（
20
） W

olfgang K
rücken/H

arry N
eyer (H

g.), W
ehrdienst, K

riegsdienstverw
eigerung, 

Zivildienst. K
atholische Stellungnahm

en vom
 II. Vatikanischen K

onzil bis zum
 

Jahr 1974, M
ünchen/M

ainz, 1974, S. 11.

（
21
） 

当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
お
け
る
反
共
主
義
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。

Thom
as B

rechenm
acher, „K

atholische K
irche und (A

nti-)K
om

m
unism

us 

in der frühen B
undesrepublik“, Stefan C

reuzberger/D
ierk H

offm
ann (H

g.), 

„G
eistige G

efahr“ und „Im
m

unisierung der G
esellschaft“. Antikom

m
unism

us 

und politische K
ultur in der frühen Bundesrepublik, M

ünchen, 2014, S. 177-

197.

（
22
） B

D
K

J-H
auptversam

m
lungsprotokoll A

ntrag N
r.3, A

rchiv des D
üsseldorf 

Jugendhauses (A
D

J), A
526 Protokoll der H

auptversam
m

lung 1966.

（
23
） B

rief an den B
undesführer der deutschen katholischen Jugend, A

D
J, A

526 

Protokoll der H
auptversam

m
lung 1956.

（
24
） Internes Schreiben der H

auptvertretung B
onn des D

eutschen C
aritasverbandes 

(D
C

V
) vom

 14. 8. 1956, A
rchiv des D

eutschen C
aritasverbandes (A

D
C

V
), R

 

752, Fasz 01.
（
25
） Protokoll der Sitzung der Zentralstelle am

 23. 3. 1960 in B
onn, Evangelisches 

Zentralarchiv, 97/263.

（
26
） N

iederschrift über die Sitzung des E
vangelischen A

rbeitskreises für 

Ersatzdienstpflicht vom
 19. 7. 1960, A

rchiv D
iakonischen W

erkes, H
G

St..
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（
27
） B

ernhard 2005, S.417 u. 420 (Statistischer A
nhang).

（
28
） Ebd., S. 176.

（
29
） D

eutscher C
aritasverband e.V. (H

g.), Zum
 Stellenw

ert des Zivildienstes im
 

kirchlich-caritativen Bereich (D
C

V-M
aterialien 13), Freiburg i. B

r., 1989, S.6.

（
30
） Schreiben von D

C
V

 an Leitung der kath. caritat. K
rankenanstalten am

 29. 5. 

1961, A
D

C
V, 258.030 Fasz. 01.

（
31
） Ebd.

（
32
） 

内
国
伝
道
は
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
事
業
団
内
の
社
会
福
祉
事
業
の
一
つ
で
あ
る
。
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
宗
派
で
は
と
り
わ
け1830

年
代
か
ら
、
近
代
化
に
伴
う
社

会
問
題
へ
の
対
応
と
し
て
社
会
福
祉
活
動
が
盛
ん
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
イ
ニ

シ
ア
チ
ブ
は1848

年
に
創
設
さ
れ
た
「
ド
イ
ツ
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
内
国

伝
道
中
央
委
員
会 (C

entral-A
usschuss für die Innere M

ission der deutschen 

evangelischen K
irche)

」
へ
と
統
合
さ
れ
、
諸
邦
や
地
域
ご
と
の
組
織
化
が
進
ん

だ
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
他
の
社
会
事
業
体
と
し
て
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
援
助

事
業 (Evangelisches H

ilfsw
erk)

」
が
設
立
さ
れ
た
後
、1975
年
に
両
者
が
合
併

し
て
デ
ィ
ア
コ
ニ
ー
事
業
団
と
な
っ
た
。
内
国
伝
道
の
概
要
に
つ
い
て
は
次
の
辞

典
項
目
を
参
照
。Volker H

errm
ann, A

rt. Innere M
ission, N

orbert Friedrich u.a. 

(H
g.), D

iakonie-Lexikon, G
öttingen/B

ristol, 2016, S. 226 f.

（
33
） Schreiben von D

C
V

 an Leitung der kath. caritat. K
rankenanstalten am

 29. 5. 

1961, A
D

C
V, 258.030 Fasz. 01.

（
34
） 

一
九
六
〇
年
一
〇
月
の
ド
イ
ツ
カ
ト
リ
ッ
ク
青
少
年
連
盟
総
会
上
に
て
、
マ
イ
ン

ツ
司
教
ア
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ー
ル
は
修
道
院
の
後
継
者
不
足
に
つ
い
て
注
意
を

促
し
、「
青
少
年
団
体
や
雑
誌
な
ど
に
お
い
て
修
道
身
分
に
対
す
る
正
し
い
態
度

を
涵
養
す
る
」
よ
う
に
要
請
し
て
い
る
。B

D
K

J-H
auptversam

m
lungsprotokoll 

1960, S.12, A
D

J, A
526 Protokoll der H

auptversam
m

lung 1960. 

（
35
） 

一
九
五
二
年
の
西
ド
イ
ツ
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